
ご 

案 

内 

東
日
本
大
震
災
は
宅
地
に
原
因
す
る
住
宅
被

害
が
甚
大
で
す
。
宅
地
の
危
険
度
判
定
で
、「
立

ち
入
り
禁
止
」が
九
市
町
の
八
百
八
十
六
件
、「
要

注
意
」
は
十
市
町
の
千
四
百
七
十
件
に
の
ぼ
っ
て

い
ま
す
（
県
の
調
査
、
六
月
二
十
日
現
在
）。 

ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
が
終
わ
っ
た
の
は
、
仙
台
市

で
は
緑
ヶ
丘
、
折
立
な
ど
十
六
地
区
で
今
後
の
調

査
も
含
め
三
〇
カ
所
程
度
を
予
定
し
て
い
ま
す
。 

宅
地
被
害
に
は
、
建
物
に
適
用
さ
れ
る
被
災
者

生
活
再
建
支
援
金
の
よ
う
な
支
援
制
度
が
あ
り

ま
せ
ん
。
公
的
支
援
の
制
度
化
が
必
要
で
す
。 

復
旧
に
は
、
災
害
の
状
況
に
よ
り
専
門
家
の
助

言
が
必
要
で
す
。
被
害
を
受
け
た
当
事
者
が
情
報

を
持
ち
寄
っ
て
、
お
互
い
の
共
通
す
る
願
い
を
話

し
合
い
、
行
政
の
対
応
を
情
報
交
換
す
る
こ
と
も

必
要
で
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

 

 

主催＝東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター 
「被災者が主人公の復旧・復興」を求める住民運動です。５月２９

日に４００人で正式発足。研究者、技術士、一級建築士、弁護士、

医師などの個人、各地の被災者の会、福祉・医療・教育・環境・原

発問題等の市民運動、労働団体、女性団体等が参加しています。 

ブログ＝http://blog.canpan.info/miyagikenmin/ 

【事務所】仙台市青葉区大町２丁目５－１０－３０５ 

 ☎０２２（３９９）６９０７（お問い合わせはこちらに） 

ＦＡＸ０２２（３９９）６９２５（資料提供・連絡はこちら） 

 

 

 

被
災
状
況
を
比
較
、
検
討
し
ま
す
。
資
料
（
ボ
ー
リ
ン
グ

調
査
報
告
、
写
真
、
図
面
、
そ
の
他
）
を
ご
持
参
下
さ
い
。

配
布
し
て
差
し
支
え
な
い
資
料
・
図
面
等
は
、
三
〇
部
程
度

を
ご
用
意
下
さ
い
。
入
場
は
無
料
で
す
。
個
別
の
相
談
に
も

応
じ
ま
す
（
会
場
は
、
午
後
一
時
ま
で
借
り
て
い
ま
す
）。 

所在地＝仙台市青葉区五橋２丁目１２－２   

交通は仙台市営地下鉄（五橋駅で下車、南１番出口）が便利です。 

 

土
木
、
建
築
、
法
律
の
専
門
家
が
ア
ド
バ
イ
ス 

宮
野
賢
一
＝
担
当
の
「
県
民
セ

ン
タ
ー
」
代
表
世
話
人 

（
緑
ヶ
丘
・
被
災
者
の
会
） 

９
階 


